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衆
議
院
議
員
金
子
哲
夫
君
提
出
原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
定
期
検
査
の
柔
軟
化
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

「
原
子
力
の
研
究
、
開
発
及
び
利
用
に
関
す
る
長
期
計
画
」
（
平
成
十
二
年
十
一
月
二
十
四
日
原
子
力
委
員
会
策
定
。
以

下
「
長
期
計
画
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
検
討
課
題
と
さ
れ
て
い
る
事
項
の
う
ち
、
「
定
期
検
査
の
柔
軟
化
」
及
び
「
長
期

サ
イ
ク
ル
運
転
」
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
は
、
具
体
的
な
検
討
を
行
っ
て
い
な
い
。
な
お
、
実
用
発
電
用
原
子
炉
の
原
子

炉
施
設
（
以
下
単
に
「
原
子
炉
施
設
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
国
が
行
う
定
期
検
査
（
以
下
単
に
「
定
期
検
査
」
と
い
う
。
）

に
つ
い
て
は
、
総
合
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
調
査
会
原
子
力
安
全
・
保
安
部
会
（
以
下
「
原
子
力
安
全
・
保
安
部
会
」
と
い
う
。
）

が
平
成
十
三
年
六
月
二
十
七
日
に
取
り
ま
と
め
た
報
告
書
に
お
い
て
、
今
後
、
定
期
検
査
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
開
始

す
べ
き
で
あ
る
旨
を
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

長
期
計
画
に
お
い
て
検
討
課
題
と
さ
れ
て
い
る
「
熱
出
力
を
基
準
と
し
た
運
転
制
限
へ
の
変
更
」
に
つ
い
て
は
、
現
在
、

原
子
力
安
全
・
保
安
部
会
の
原
子
炉
安
全
小
委
員
会
に
お
い
て
、
原
子
炉
の
熱
出
力
を
一
定
と
し
た
運
転
方
式
が
原
子
炉
施

設
の
安
全
性
に
及
ぼ
す
影
響
を
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

一



沸
騰
水
型
軽
水
炉
（
以
下
「
Ｂ
Ｗ
Ｒ
」
と
い
う
。
）
及
び
加
圧
水
型
軽
水
炉
（
以
下
「
Ｐ
Ｗ
Ｒ
」
と
い
う
。
）
に
係
る
定

期
検
査
の
項
目
数
は
、
そ
の
記
録
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
昭
和
五
十
六
年
度
以
降
、
別
表
一
の
と
お
り
見
直
し
が
さ
れ

て
い
る
。
な
お
、
定
期
検
査
の
項
目
数
の
削
減
を
目
的
と
し
て
定
期
検
査
の
見
直
し
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
な
い
。

現
時
点
で
は
、
定
期
検
査
の
在
り
方
に
つ
い
て
具
体
的
な
検
討
を
行
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
今
後
の
定
期
検
査
の
項
目

の
増
減
に
つ
い
て
は
お
答
え
で
き
な
い
。

三
に
つ
い
て

電
気
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
七
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
七
号
）
第
九
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
す
べ
て
の
原
子
炉

施
設
に
つ
い
て
、
原
則
と
し
て
、
原
子
力
発
電
所
に
属
す
る
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
に
あ
っ
て
は
運
転
が
開
始
さ
れ
た
日
又
は
定
期

検
査
が
終
了
し
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
日
以
降
十
三
月
を
超
え
な
い
時
期
に
、
ま
た
、
定
期
検
査
の
対
象
と
な
る
発
電

用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
設
備
に
あ
っ
て
は
運
転
が
開
始
さ
れ
た
日
又
は
定
期
検
査
が
終
了
し
た
日
以
降
十
三
月
を
超
え
な

い
時
期
に
定
期
検
査
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
同
規
則
の
全
部
改
正
前
に
お
い
て
は
、
改
正
前
の
電
気
事
業

法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
一
号
）
に
基
づ
き
、
原
則
と
し
て
、
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
に
あ
っ
て
は
運
転

が
開
始
さ
れ
た
日
又
は
定
期
検
査
が
終
了
し
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
た
日
の
前
後
一
月
を
超
え
な
い
時
期
に
、
定
期
検
査

二



の
対
象
と
な
る
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
設
備
に
あ
っ
て
は
運
転
が
開
始
さ
れ
た
日
又
は
定
期
検
査
が
終
了
し
た
日
か

ら
一
年
を
経
過
し
た
日
の
前
後
一
月
を
超
え
な
い
時
期
に
定
期
検
査
を
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

現
時
点
で
は
、
定
期
検
査
の
在
り
方
に
つ
い
て
具
体
的
な
検
討
を
行
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
今
後
の
定
期
検
査
の
時
期

の
変
更
に
つ
い
て
は
お
答
え
で
き
な
い
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
発
電
停
止
時
刻
は
、
定
期
検
査
に
伴
っ
て
発
電
機
を
解
列
す
る
時
刻
（
以
下
「
解
列
時
刻
」
と
い
う
。
）
を
指

す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
解
列
時
刻
及
び
労
働
者
が
格
納
容
器
内
で
作
業
を
開
始
す
る
時
刻
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
、

規
制
の
対
象
と
は
し
て
お
ら
ず
、
今
後
と
も
こ
れ
ら
を
規
制
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。

五
に
つ
い
て

原
子
炉
施
設
の
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
、
発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
四
十
年
通

商
産
業
省
令
第
六
十
二
号
）
で
原
子
炉
施
設
の
技
術
基
準
を
定
め
て
お
り
、
定
期
検
査
は
、
当
該
技
術
基
準
に
対
す
る
適
合

性
を
確
認
す
る
上
で
必
要
か
つ
十
分
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
定
期
検
査
の
在
り
方
の
見
直
し
が
行
わ
れ

た
と
し
て
も
、
原
子
炉
施
設
の
安
全
性
を
損
な
う
こ
と
は
な
い
。

三



ま
た
、
原
子
炉
施
設
に
お
け
る
労
働
者
の
被
ば
く
に
つ
い
て
は
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
に
基
づ
き
、
放
射
線
業
務
従
事
者
の
被
ば
く
に
対
す
る
線
量
限
度
が
定

め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
事
業
者
に
お
い
て
放
射
線
業
務
従
事
者
の
被
ば
く
に
対
す
る
線
量
が
こ
れ
を
超
え
な
い
よ
う
措
置
す

べ
き
こ
と
等
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
定
期
検
査
の
在
り
方
の
見
直
し
が
行
わ
れ
た
と
し
て
も
、

原
子
炉
施
設
に
お
け
る
労
働
者
の
安
全
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

六
に
つ
い
て

昭
和
五
十
五
年
度
以
前
の
定
期
検
査
に
つ
い
て
は
、そ
の
記
録
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

昭
和
五
十
六
年
度
以
降
の
Ｂ
Ｗ
Ｒ
の
定
期
検
査
の
項
目
の
う
ち
経
済
産
業
省
の
職
員
の
立
会
い
の
下
に
行
わ
れ
る
検
査
（
以

下
「
立
会
検
査
」
と
い
う
。
）
の
項
目
数
は
、
昭
和
五
十
六
年
度
に
お
い
て
は
三
十
六
項
目
で
あ
っ
た
が
、
平
成
十
一
年
度

に
お
い
て
は
十
八
項
目
と
な
っ
て
い
る
。
同
年
度
に
お
け
る
定
期
検
査
の
見
直
し
は
、
効
率
化
の
た
め
の
検
査
の
統
合
、
安

全
機
能
の
重
要
度
に
応
じ
た
検
査
の
整
理
等
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
あ
わ
せ
て
、
定
期
検
査
全
体
の
項
目
を
増
や
し
た

こ
と
か
ら
、
同
年
度
以
降
に
お
い
て
も
、
原
子
炉
施
設
の
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
に
十
分
な
定
期
検
査
が
行
わ
れ
て
き
て

い
る
。

四



な
お
、
従
来
か
ら
、
立
会
検
査
の
み
な
ら
ず
記
録
確
認
検
査
を
併
せ
て
行
い
、
こ
れ
ら
の
結
果
を
組
み
合
わ
せ
て
総
合
的

に
判
断
し
た
上
、
原
子
炉
施
設
の
安
全
性
を
確
認
し
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

長
期
計
画
に
お
い
て
は
、
「
長
期
サ
イ
ク
ル
運
転
」
は
、
原
子
炉
施
設
の
具
体
的
な
運
転
期
間
を
想
定
し
て
い
る
も
の
で

は
な
く
、
ま
た
、
現
時
点
で
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
具
体
的
な
検
討
を
行
っ
て
い
な
い
。

事
業
者
に
お
い
て
、
ど
の
程
度
の
期
間
に
わ
た
っ
て
原
子
炉
施
設
を
運
転
す
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
定
期
検
査
が
原
子
炉

施
設
の
安
全
を
確
保
す
る
上
で
必
要
か
つ
十
分
な
も
の
と
な
る
よ
う
定
期
検
査
の
時
期
が
定
め
ら
れ
る
べ
き
こ
と
は
当
然
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
。

八
に
つ
い
て

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
五
十
四
条
た
だ
し
書
及
び
電
気
事
業
法
施
行
規
則
第
九
十
二
条
の

規
定
に
基
づ
き
定
期
検
査
の
時
期
の
変
更
が
承
認
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
同
規
則
第
九
十
一
条
に
定
め
る
十
三
月
を
超
え
て

運
転
が
行
わ
れ
た
原
子
炉
の
名
称
、
定
期
検
査
の
開
始
年
月
日
及
び
運
転
の
延
長
期
間
は
、
別
表
二
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま

た
、
こ
れ
ら
の
定
期
検
査
の
時
期
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
施
設
の
使
用
状
況
等
を
十
分
勘
案
し
、
原
子
炉
の
運
転
期

五



間
の
延
長
に
よ
り
原
子
炉
施
設
の
安
全
性
に
影
響
が
無
い
こ
と
を
確
認
し
た
た
め
、
承
認
し
た
も
の
で
あ
る
。

九
に
つ
い
て

原
子
炉
施
設
の
運
転
に
つ
い
て
は
、
事
業
者
に
お
い
て
電
気
出
力
を
一
定
と
す
る
運
転
が
行
わ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
原
子
炉
施
設
を
よ
り
有
効
に
利
用
し
て
電
力
を
供
給
す
る
た
め
に
は
、
原
子
炉
の
熱
出
力
を
一
定
と
す
る
運
転
が
適
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
原
子
炉
施
設
の
運
転
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
い

ず
れ
に
し
て
も
、
原
子
炉
施
設
の
安
全
性
が
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
現
在
、
原
子
力
安
全
・

保
安
部
会
の
原
子
炉
安
全
小
委
員
会
に
お
い
て
、
原
子
炉
の
熱
出
力
を
一
定
と
し
た
運
転
方
式
が
原
子
炉
施
設
の
安
全
性
に

及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

六
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